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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

パ
リ
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
号
）
（
先
議
）
要
旨

こ
の
協
定
は
、
気
候
変
動
の
脅
威
に
対
す
る
世
界
全
体
で
の
対
応
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
緩
和
、
適
応
、
支
援

及
び
透
明
性
に
係
る
取
組
、
世
界
全
体
と
し
て
の
実
施
状
況
の
検
討
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
一
五
年
（
平
成

二
十
七
年
）
十
二
月
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
の
締
約

国
会
議
第
二
十
一
回
会
合
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
二
十
九
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成

り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
協
定
は
、
世
界
全
体
の
平
均
気
温
の
上
昇
を
工
業
化
以
前
よ
り
も
摂
氏
二
度
高
い
水
準
を
十
分
に
下
回
る
も
の
に
抑

え
る
こ
と
及
び
世
界
全
体
の
平
均
気
温
の
上
昇
を
工
業
化
以
前
よ
り
も
摂
氏
一
・
五
度
高
い
水
準
ま
で
の
も
の
に
制
限
す
る

た
め
の
努
力
を
継
続
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
気
候
変
動
の
脅
威
に
対
す
る
世
界
全
体
で
の
対
応
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

二
、
全
て
の
締
約
国
は
、
気
候
変
動
に
対
す
る
世
界
全
体
で
の
対
応
に
向
け
た
自
国
が
決
定
す
る
貢
献
（
以
下
「
国
が
決
定
す

る
貢
献
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
こ
の
協
定
に
定
め
る
野
心
的
な
努
力
に
取
り
組
み
、
及
び
そ
の
努
力
を
通
報
す
る
。
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三
、
締
約
国
は
、
今
世
紀
後
半
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
人
為
的
な
発
生
源
に
よ
る
排
出
量
と
吸
収
源
に
よ
る
除
去
量
と
の
間
の
均

衡
を
達
成
す
る
た
め
に
、
世
界
全
体
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
が
で
き
る
限
り
速
や
か
に
ピ
ー
ク
に
達
す
る
こ
と
及
び
そ

の
後
は
利
用
可
能
な
最
良
の
科
学
に
基
づ
い
て
迅
速
な
削
減
に
取
り
組
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四
、
各
締
約
国
は
、
自
国
が
達
成
す
る
意
図
を
有
す
る
累
次
の
国
が
決
定
す
る
貢
献
を
作
成
し
、
五
年
ご
と
に
通
報
し
、
及
び

維
持
す
る
。
締
約
国
は
、
当
該
国
が
決
定
す
る
貢
献
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
緩
和
に
関
す
る
国
内
措
置
を
遂
行
す
る
。

五
、
各
締
約
国
に
よ
る
累
次
の
国
が
決
定
す
る
貢
献
に
つ
い
て
は
、
各
締
約
国
に
よ
る
そ
の
直
前
の
国
が
決
定
す
る
貢
献
を
超

え
る
前
進
を
示
し
、
及
び
各
締
約
国
の
で
き
る
限
り
高
い
野
心
を
反
映
す
る
も
の
と
な
る
。

六
、
締
約
国
は
、
一
部
の
締
約
国
が
、
国
が
決
定
す
る
貢
献
の
実
施
に
際
し
、
緩
和
及
び
適
応
に
関
す
る
行
動
を
一
層
野
心
的

な
も
の
に
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
並
び
に
持
続
可
能
な
開
発
及
び
環
境
の
保
全
を
促
進
す
る
た
め
、
任
意
の
協
力
を
行
う

こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

七
、
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
に
よ
り
、
気
候
変
動
へ
の
適
応
に
関
す
る
能
力
の
向
上
並
び
に
気
候
変
動
に
対
す
る
強
靱
性
の
強

じ
ん

化
及
び
ぜ
い
弱
性
の
減
少
と
い
う
適
応
に
関
す
る
世
界
全
体
の
目
標
を
定
め
る
。

八
、
先
進
締
約
国
は
、
条
約
に
基
づ
く
既
存
の
義
務
を
継
続
す
る
も
の
と
し
て
、
緩
和
及
び
適
応
に
関
し
、
開
発
途
上
締
約
国
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を
支
援
す
る
た
め
、
資
金
を
供
与
す
る
。
当
該
支
援
に
つ
い
て
、
他
の
締
約
国
は
、
任
意
に
、
提
供
す
る
こ
と
又
は
引
き
続

き
提
供
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
る
。

九
、
先
進
締
約
国
は
、
開
発
途
上
締
約
国
の
た
め
に
提
供
さ
れ
、
及
び
公
的
な
関
与
を
通
じ
て
動
員
さ
れ
た
支
援
に
関
す
る
透

明
性
及
び
一
貫
性
の
あ
る
情
報
を
二
年
ご
と
に
提
供
す
る
。
他
の
締
約
国
は
、
同
様
に
当
該
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
奨
励

さ
れ
る
。

十
、
締
約
国
は
、
技
術
開
発
及
び
技
術
移
転
に
関
す
る
協
力
的
な
行
動
を
強
化
す
る
。

十
一
、
全
て
の
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
を
実
施
す
る
た
め
の
開
発
途
上
締
約
国
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
協
力
す
べ
き
で

あ
る
。
先
進
締
約
国
は
、
開
発
途
上
締
約
国
に
お
け
る
能
力
の
開
発
に
関
す
る
行
動
に
対
す
る
支
援
を
強
化
す
べ
き
で
あ

る
。

十
二
、
こ
の
協
定
に
よ
り
、
行
動
及
び
支
援
に
関
す
る
強
化
さ
れ
た
透
明
性
の
枠
組
み
で
あ
っ
て
、
締
約
国
の
異
な
る
能
力
を

考
慮
し
、
及
び
全
体
と
し
て
の
経
験
に
立
脚
し
た
内
在
的
な
柔
軟
性
を
備
え
る
も
の
を
設
定
す
る
。

十
三
、
各
締
約
国
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
人
為
的
な
発
生
源
に
よ
る
排
出
及
び
吸
収
源
に
よ
る
除
去
に
関
す
る
自
国
の
目
録
に

係
る
報
告
書
並
び
に
国
が
決
定
す
る
貢
献
の
実
施
及
び
達
成
に
お
け
る
進
捗
状
況
を
追
跡
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
定
期
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的
に
提
供
す
る
。

十
四
、
先
進
締
約
国
は
、
開
発
途
上
締
約
国
に
提
供
さ
れ
る
資
金
上
の
支
援
、
技
術
移
転
に
関
す
る
支
援
及
び
能
力
の
開
発
に

関
す
る
支
援
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
す
る
。
支
援
を
提
供
す
る
他
の
締
約
国
は
、
当
該
情
報
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。

十
五
、
各
締
約
国
が
前
記
十
三
及
び
十
四
に
基
づ
い
て
提
供
す
る
情
報
は
、
技
術
専
門
家
に
よ
る
検
討
を
受
け
る
。
各
締
約
国

は
、
こ
の
協
定
の
資
金
に
係
る
規
定
に
基
づ
く
努
力
並
び
に
国
が
決
定
す
る
貢
献
の
実
施
及
び
達
成
に
関
す
る
進
捗
状
況
に

つ
い
て
の
促
進
的
な
多
数
国
間
の
検
討
に
参
加
す
る
。

十
六
、
こ
の
協
定
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
条
約
の
締
約
国
会
議
は
、
こ
の
協
定
の
目
的
及
び
長
期
的
な
目

標
の
達
成
に
向
け
た
全
体
と
し
て
の
進
捗
状
況
を
評
価
す
る
た
め
の
こ
の
協
定
の
実
施
状
況
に
関
す
る
定
期
的
な
検
討
を
行

う
。
締
約
国
会
議
は
、
最
初
の
検
討
を
二
〇
二
三
年
に
行
い
、
そ
の
後
は
五
年
ご
と
に
行
う
。

十
七
、
こ
の
協
定
に
よ
り
、
こ
の
協
定
の
規
定
の
実
施
及
び
遵
守
を
促
進
す
る
た
め
の
制
度
を
設
立
す
る
。

十
八
、
こ
の
協
定
は
、
五
十
五
以
上
の
条
約
の
締
約
国
で
あ
っ
て
、
世
界
全
体
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
総
排
出
量
の
う
ち
推
計
で

少
な
く
と
も
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
温
室
効
果
ガ
ス
を
排
出
す
る
も
の
が
、
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入

書
を
寄
託
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


